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離
島
振
興
基
本
方
針
（
以
下
、「
基
本
方
針
」
と
い
う
）
は
、
平
成

二
五
年
三
月
二
九
日
に
国
土
交
通
大
臣
、
総
務
大
臣
、
農
林
水
産
大

臣
、
文
部
科
学
大
臣
、
厚
生
労
働
大
臣
、
経
済
産
業
大
臣
及
び
環
境

大
臣
の
連
名
で
官
報
告
示
さ
れ
た
。

　

こ
の
基
本
方
針
は
、
離
島
振
興
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平

成
二
四
年
法
律
第
四
〇
号
。
以
下
、「
改
正
法
」
と
い
う
）
附
則
第
二
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
「
離
島
振
興
対
策
実
施
地
域
の
振
興
を
図
る
た

め
の
基
本
方
針
」
と
し
て
策
定
し
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
四

月
一
日
か
ら
改
正
後
の
離
島
振
興
法
（
以
下
、「
新
法
」
と
い
う
）
第
三

条
に
規
定
さ
れ
る
「
離
島
振
興
基
本
方
針
」
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。

　

新
法
の
概
要
に
つ
い
て
は
本
誌
『
し
ま
』
二
三
一
号
で
紹
介
さ
せ

て
い
た
だ
い
た
が
、
主
な
特
徴
を
改
め
て
記
載
す
る
と
す
れ
ば
、
目

的
規
定
へ
の
「
居
住
す
る
者
の
な
い
離
島
の
増
加
及
び
離
島
に
お
け

る
人
口
の
著
し
い
減
少
の
防
止
並
び
に
離
島
に
お
け
る
定
住
の
促

進
」
の
追
記
、
さ
ま
ざ
ま
な
ソ
フ
ト
施
策
等
に
関
す
る
配
慮
規
定
の

追
加
、
ソ
フ
ト
施
策
等
を
総
合
的
か
つ
着
実
に
推
進
す
る
た
め
の
離

島
活
性
化
交
付
金
等
事
業
計
画
の
創
設
、
関
連
施
策
の
充
実
を
図
る

た
め
の
主
務
大
臣
の
追
加
等
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　

今
般
、
告
示
さ
れ
た
基
本
方
針
は
、
こ
れ
ら
の
新
法
の
特
徴
を
踏

特
集

改
正
離
島
振
興
法
施
行

国
土
交
通
省
国
土
政
策
局
離
島
振
興
課
長
　
大
野
　
淳

前
離
島
振
興
課
振
興
第
一
課
長
補
佐
　
中
村
克
彦

平
成
二
五
年
三
月
、
改
正
離
島
振
興
法
の
基
本
方
針
が
国
土
交
通
大
臣
を
は
じ
め
と
す
る
主
務
七

大
臣
の
連
名
で
官
報
告
示
さ
れ
た
。
今
回
の
作
成
に
当
た
っ
て
は
、
各
主
務
省
が
離
島
振
興
上
特

に
重
要
と
考
え
ら
れ
る
事
項
を
検
討
し
執
筆
す
る
こ
と
と
な
っ
た
た
め
、
さ
ま
ざ
ま
な
ソ
フ
ト
施

策
に
関
す
る
配
慮
規
定
の
追
加
、
離
島
活
性
化
交
付
金
等
事
業
計
画
の
創
設
な
ど
、
よ
り
明
確
か

つ
網
羅
的
な
内
容
と
な
っ
て
い
る
の
が
特
徴
だ
。
今
後
一
〇
年
間
に
お
け
る
離
島
振
興
の
在
り
方

を
示
す
基
本
方
針
の
概
要
に
つ
い
て
解
説
す
る
。

離
島
振
興
基
本
方
針
の
概
要

１
．
は
じ
め
に
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ま
え
つ
つ
、
今
後
一
〇
年
間
に
お
け
る
離
島
の
振
興
の
在
り
方
を
示

す
た
め
、
新
た
に
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

本
稿
で
は
、
こ
の
基
本
方
針
の
概
要
に
つ
い
て
解
説
す
る
。

（
１
）
基
本
方
針
の
性
格

　

基
本
方
針
の
策
定
は
、
前
回
の
離
島
振
興
法
改
正
時
に
初
め
て
規

定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
は
、
都
道
府
県
が
離
島
振
興
計

画
を
作
成
し
国
に
報
告
、
国
は
報
告
の
あ
っ
た
離
島
振
興
計
画
を
国

土
審
議
会
の
意
見
を
聴
い
て
決
定
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
た
。
国
が

基
本
方
針
の
策
定
に
と
ど
め
、
都
道
府
県
が
離
島
振
興
計
画
を
決
定

す
る
仕
組
み
に
変
更
さ
れ
た
理
由
と
し
て
は
、
地
域
の
創
意
工
夫
を

生
か
し
な
が
ら
離
島
の
自
立
的
発
展
を
促
進
す
る
必
要
が
あ
る
と
い

う
考
え
方
が
、
前
回
の
改
正
で
目
的
規
定
に
明
記
さ
れ
た
こ
と
が
挙

げ
ら
れ
る
。

　

こ
の
た
め
、
今
般
策
定
し
た
基
本
方
針
は
、
従
来
の
基
本
方
針
と

同
じ
く
離
島
の
振
興
の
在
り
方
を
示
す
も
の
と
し
て
、
国
が
考
え
る

振
興
の
方
向
性
や
具
体
の
取
組
を
推
進
す
る
に
当
た
っ
て
の
重
要
事

項
等
を
記
載
す
る
こ
と
と
し
た
。

（
２
）
離
島
振
興
計
画
及
び
離
島
活
性
化
交
付
金
等
事
業
計
画
と
の

関
係

　

離
島
振
興
計
画
は
、
基
本
方
針
に
基
づ
き
都
道
府
県
が
策
定
す
る

も
の
で
あ
り
、
新
法
の
趣
旨
を
踏
ま
え
た
具
体
の
離
島
振
興
施
策
を

今
後
一
〇
年
間
の
計
画
と
し
て
と
り
ま
と
め
る
も
の
で
あ
る
。
法
律

に
規
定
す
る
港
湾
、
漁
港
、
道
路
事
業
等
の
補
助
率
の
嵩
上
げ
措
置

は
、
こ
の
離
島
振
興
計
画
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
前
提
と

な
る
。

　

一
方
、
離
島
活
性
化
交
付
金
等
事
業
計
画
は
、
こ
の
離
島
振
興
計

画
に
基
づ
く
事
業
等
の
う
ち
、
離
島
の
活
性
化
に
資
す
る
事
業
等
を

都
道
府
県
が
中
期
的
な
計
画
と
し
て
取
り
ま
と
め
る
も
の
で
あ
り
、

本
事
業
計
画
の
作
成
に
よ
り
、
新
法
に
規
定
さ
れ
た
各
種
の
ソ
フ
ト

施
策
等
を
総
合
的
か
つ
着
実
に
推
進
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
を
一
連
の
流
れ
と
し
て
整
理
す
る
と
、
ま
ず
、
離
島
の
振

興
の
根
幹
と
な
る
の
が
離
島
振
興
法
で
あ
り
、
そ
の
法
の
趣
旨
を
踏

ま
え
て
離
島
の
振
興
の
在
り
方
を
示
す
も
の
が
国
が
策
定
す
る
基
本

方
針
と
な
る
。
次
に
、
地
域
の
課
題
等
に
対
応
す
る
具
体
の
離
島
振

興
施
策
に
つ
い
て
は
、
都
道
府
県
が
基
本
方
針
に
基
づ
き
離
島
振
興

計
画
に
位
置
づ
け
、
そ
の
う
ち
離
島
の
活
性
化
に
資
す
る
事
業
等
を

離
島
活
性
化
交
付
金
等
事
業
計
画
に
位
置
づ
け
る
こ
と
と
な
る
。

（
１
）
主
務
大
臣
の
追
加

　

今
般
の
法
改
正
に
よ
り
、
基
本
方
針
の
作
成
等
に
つ
い
て
は
、
主

務
大
臣
と
し
て
文
部
科
学
大
臣
、
厚
生
労
働
大
臣
、
経
済
産
業
大
臣

２
．
基
本
方
針
の
位
置
づ
け

３
．
基
本
方
針
の
作
成
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及
び
環
境
大
臣
が
新
た
に
追
加
さ
れ
、
従
来
か
ら
の
国
土
交
通
大
臣
、

総
務
大
臣
及
び
農
林
水
産
大
臣
と
合
わ
せ
て
七
大
臣
が
協
同
で
行
う

こ
と
と
な
っ
た
。

　

こ
の
た
め
、
前
回
の
基
本
方
針
の
作
成
時
は
、
国
土
交
通
省
が
総

務
省
及
び
農
林
水
産
省
と
連
携
し
て
基
本
方
針
案
を
作
成
し
関
係
省

庁
と
調
整
し
て
い
た
が
、
今
回
の
作
成
に
当
た
っ
て
は
、
主
務
省
が

そ
れ
ぞ
れ
の
所
管
す
る
事
項
に
関
し
執
筆
す
る
こ
と
と
し
た
。

　

こ
の
結
果
、
主
務
省
は
所
管
す
る
関
連
施
策
を
基
に
、
離
島
振
興

上
特
に
重
要
と
考
え
ら
れ
る
事
項
等
を
検
討
し
て
執
筆
す
る
こ
と
と

な
っ
た
た
め
、
従
来
の
基
本
方
針
よ
り
も
必
要
事
項
を
明
確
か
つ
網

羅
的
に
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

（
２
）
審
議
会
、
各
党
に
お
け
る
議
論

　

基
本
方
針
の
策
定
に
当
た
っ
て
は
、
改
正
法
附
則
第
二
条
第
一
項

の
規
定
に
基
づ
き
、
国
土
審
議
会
の
意
見
を
聴
く
必
要
が
あ
る
。
今

般
策
定
し
た
基
本
方
針
は
、
新
法
を
踏
ま
え
て
新
規
に
追
加
し
た
事

項
が
多
か
っ
た
た
め
、
ま
ず
平
成
二
四
年
一
〇
月
三
一
日
の
国
土
審

議
会
離
島
振
興
対
策
分
科
会
に
お
い
て
骨
子
案
を
提
示
し
、
続
い
て
、

同
二
五
年
二
月
二
〇
日
に
基
本
方
針
の
案
を
提
示
し
て
審
議
い
た
だ

い
た
。
同
分
科
会
の
各
委
員
か
ら
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
ご
意
見
を
い
た

だ
い
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
特
に
、
骨
子
案
を
提
示
し
た
際
に
は
、

新
た
に
盛
り
込
ま
れ
た
ソ
フ
ト
施
策
の
推
進
を
通
じ
て
新
法
の
理
念

を
実
現
す
べ
き
と
の
趣
旨
で
い
く
つ
か
の
修
正
意
見
を
い
た
だ
い
た
。

　

一
方
、
同
年
二
月
一
二
日
か
ら
一
五
日
に
か
け
て
は
、
自
民
党
の

離
島
振
興
特
別
委
員
会
、
公
明
党
の
離
島
振
興
対
策
本
部
、
民
主
党

の
国
交
部
門
会
議
、
共
産
党
の
関
係
議
員
会
合
等
に
お
い
て
検
討
い

た
だ
き
、
新
法
の
趣
旨
を
踏
ま
え
た
具
体
の
修
正
意
見
等
を
多
く
い

た
だ
い
た
。

　

こ
れ
ら
の
意
見
に
つ
い
て
は
、
主
務
省
及
び
関
係
省
庁
と
調
整
の

上
、
基
本
方
針
に
反
映
し
、
そ
の
原
案
は
二
月
二
〇
日
の
離
島
振
興

対
策
分
科
会
に
お
い
て
了
承
さ
れ
た
。

（
３
）
地
方
公
共
団
体
か
ら
の
意
見
聴
取

　

地
方
公
共
団
体
に
対
し
て
は
、
平
成
二
四
年
九
月
下
旬
に
、
そ
の

時
点
の
骨
子
案
を
提
示
し
つ
つ
、
基
本
方
針
全
般
に
関
す
る
意
見
照

会
を
行
っ
た
。
そ
の
際
、
交
通
、
教
育
、
介
護
・
福
祉
、
医
療
等
の

分
野
に
関
し
、
各
地
域
の
実
情
に
応
じ
た
具
体
の
修
正
案
及
び
加
筆

案
を
多
く
提
出
い
た
だ
い
た
。
こ
れ
ら
の
意
見
に
つ
い
て
は
、
執
筆

を
分
担
し
て
い
る
主
務
省
に
お
い
て
本
体
案
に
盛
り
込
む
こ
と
が
で

き
る
か
ど
う
か
を
検
討
し
、
可
能
な
も
の
に
つ
い
て
は
基
本
方
針
に

盛
り
込
む
こ
と
と
し
た
。

（
４
）
基
本
方
針
の
策
定
に
係
る
調
査
及
び
有
識
者
懇
談
会

　

離
島
振
興
課
で
は
、
基
本
方
針
の
策
定
に
あ
た
っ
て
、
離
島
の
現

状
・
課
題
等
を
整
理
す
る
と
と
も
に
、
基
本
方
針
に
盛
り
込
む
べ
き

事
項
等
に
つ
い
て
有
識
者
の
意
見
を
参
考
に
し
な
が
ら
検
討
す
る
た

め
、「
平
成
二
四
年
度　

離
島
振
興
基
本
方
針
策
定
調
査
」
を
実
施
し
、

並
行
し
て「
離
島
振
興
基
本
方
針
策
定
有
識
者
懇
談
会
」を
開
催
し
た
。

　

離
島
振
興
基
本
方
針
策
定
調
査
で
は
、
二
五
島
以
上
に
及
ぶ
離
島
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の
実
態
調
査
を
実
施
し
、
離
島
の
現
状
・
課
題
を
詳
細
に
把
握
す
る

と
と
も
に
、
離
島
振
興
対
策
実
施
地
域
の
す
べ
て
の
有
人
離
島
を
対

象
と
し
て
事
例
調
査
や
関
係
地
方
公
共
団
体
に
対
し
ア
ン
ケ
ー
ト
調

査
を
行
っ
た
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
調
査
結
果
と
離
島
振
興
基
本
方
針

策
定
有
識
者
懇
談
会
で
の
議
論
の
結
果
と
を
合
わ
せ
て
整
理
し
、
離

島
振
興
課
で
検
討
作
業
を
進
め
る
際
の
基
礎
資
料
と
し
た
。

　

こ
の
有
識
者
懇
談
会
は
、
地
域
振
興
、
観
光
、
産
業
、
交
通
、
エ

ネ
ル
ギ
ー
、
防
災
、
行
政
の
各
分
野
に
お
い
て
、
実
務
経
験
や
幅
広

い
知
見
を
有
す
る
八
名
の
有
識
者
で
構
成
さ
れ
、
会
合
は
平
成
二
四

年
七
月
一
二
日
、
一
〇
月
三
日
及
び
同
二
五
年
二
月
四
日
の
計
三
回

行
わ
れ
た
。
懇
談
会
で
は
、
各
分
野
に
お
け
る
先
進
的
な
取
組
事
例

や
住
民
の
声
な
ど
も
踏
ま
え
な
が
ら
、
離
島
の
振
興
の
観
点
か
ら
何

を
基
本
方
針
に
盛
り
込
む
べ
き
か
を
細
部
に
わ
た
っ
て
精
力
的
に
検

討
い
た
だ
い
た
。

　

こ
れ
ら
の
結
果
、
基
本
方
針
に
盛
り
込
む
べ
き
事
項
と
し
て
一
六

分
野
六
〇
項
目
に
及
ぶ
内
容
が
と
り
ま
と
め
ら
れ
、
基
本
方
針
の
作

成
に
当
た
っ
て
は
こ
れ
ら
の
内
容
を
考
慮
し
て
検
討
（
基
本
方
針
の
検

討
は
平
成
二
四
年
七
月
か
ら
開
始
し
て
お
り
、
離
島
振
興
基
本
方
針
策
定
調
査

や
同
有
識
者
懇
談
会
で
の
検
討
と
は
並
行
し
て
行
っ
た
）
し
た
。

　

こ
の
六
〇
項
目
に
は
、
今
後
更
に
法
制
度
的
に
検
討
を
要
す
る
も

の
や
、
地
域
に
よ
っ
て
は
デ
メ
リ
ッ
ト
と
な
る
可
能
性
の
あ
る
も
の

な
ど
も
含
ま
れ
て
お
り
、
す
べ
て
が
基
本
方
針
に
盛
り
込
ま
れ
た
わ

け
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
今
回
盛
り
込
ま
れ
な
か
っ
た
内
容

で
も
、
今
後
想
定
さ
れ
る
離
島
振
興
計
画
の
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
や
離

島
振
興
施
策
の
見
直
し
の
際
に
は
、
い
ず
れ
も
重
要
な
視
点
と
な
り

得
る
こ
と
か
ら
、
調
査
報
告
書
に
お
い
て
は
こ
れ
ら
の
項
目
を
検
討

課
題
と
し
て
整
理
し
、
記
載
す
る
こ
と
と
し
た
。

　

基
本
方
針
は
、
新
法
の
目
的
規
定
に
明
記
さ
れ
た
「
居
住
す
る
者

の
な
い
離
島
の
増
加
及
び
離
島
に
お
け
る
人
口
の
著
し
い
減
少
の
防

止
並
び
に
離
島
に
お
け
る
定
住
の
促
進
」
を
図
る
た
め
、
離
島
地
域

に
お
け
る
基
礎
条
件
の
改
善
及
び
産
業
振
興
等
に
係
る
施
策
に
つ
い

て
、
従
来
の
基
本
方
針
を
踏
ま
え
つ
つ
内
容
を
充
実
し
た
。

　

特
に
、「
２
．
離
島
の
振
興
の
意
義
及
び
方
向
」
に
お
い
て
は
、

図
の
と
お
り
（
三
三
頁
参
照
）、
新
法
の
目
的
規
定
に
沿
っ
た
整
理
や

離
島
が
抱
え
る
課
題
に
対
応
す
る
た
め
の
新
た
な
観
点
等
の
追
加

（
③
多
様
な
主
体
に
よ
る
地
域
づ
く
り
、
④
圏
域
の
考
慮
）
を
行
っ
た
。

　

こ
の
他
、
例
え
ば
「
３
．
国
の
支
援
の
基
本
的
考
え
方
」
で
は
、

国
が
責
任
を
持
っ
て
所
要
の
施
策
を
推
進
す
る
旨
や
離
島
活
性
化
交

付
金
等
事
業
計
画
制
度
等
の
推
進
に
つ
い
て
追
記
す
る
と
と
も
に
、

「
４
．
離
島
振
興
計
画
の
策
定
に
当
た
っ
て
指
針
と
な
る
べ
き
基
本

的
事
項
」
で
は
、
新
法
に
規
定
さ
れ
た
さ
ま
ざ
ま
な
ソ
フ
ト
施
策
等

に
係
る
配
慮
規
定
等
を
踏
ま
え
、
人
の
往
来
・
物
資
の
流
通
に
要
す

る
費
用
の
低
廉
化
、
子
ど
も
の
修
学
支
援
、
妊
婦
支
援
、
地
震
・
津

離
島
振
興
基
本
方
針
の
概
要

４
．
基
本
方
針
の
特
徴
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波
防
災
対
策
等
に
関
す
る
内
容
を
追
記
し
た
。

　

基
本
方
針
に
お
け
る
各
項
目
の
主
な
記
載
内
容
は
次
の
通
り
で
あ

る
。

●

１
．
序
文

　

○
離
島
を
と
り
ま
く
厳
し
い
現
状
と
課
題

　

○
離
島
振
興
基
本
方
針
・
離
島
振
興
計
画
の
位
置
づ
け

２
．
離
島
の
振
興
の
意
義
及
び
方
向
（
図
参
照
）

３
．
国
の
支
援
の
基
本
的
考
え
方

（
１
）
国
の
責
務

　

○
離
島
振
興
施
策
に
係
る
基
本
理
念
（
離
島
の
国
家
的
国
民
的
役
割
が

発
揮
さ
れ
る
よ
う
、
自
然
的
社
会
的
条
件
の
改
善
、
地
域
間
交
流
の
促
進
、

無
人
離
島
の
増
加
及
び
人
口
の
著
し
い
減
少
の
防
止
並
び
に
定
住
促
進
が
図

ら
れ
る
こ
と
を
旨
と
し
て
講
じ
る
）

　

○
基
本
理
念
に
即
し
た
所
要
の
施
策
を
国
が
責
任
を
持
っ
て
推
進

（
２
）
国
に
よ
る
財
政
支
援
、
情
報
提
供
等

　

○
予
算
、
税
制
、
金
融
等
、
選
択
可
能
な
支
援
措
置
の
整
備

（
３
）
離
島
活
性
化
交
付
金
等
事
業
計
画

　

○
離
島
活
性
化
交
付
金
等
事
業
計
画
制
度
の
推
進

　

○
事
業
計
画
作
成
に
係
る
地
方
公
共
団
体
間
の
情
報
共
有
・
連
携

の
促
進
、
情
報
提
供

（
４
）
国
に
よ
る
法
律
の
運
用
上
の
配
慮

　

○
農
地
法
及
び
自
然
公
園
法
等
に
お
け
る
運
用
面
で
の
配
慮

（
５
）
離
島
特
別
区
域
制
度
の
整
備

　

○
制
度
創
設
に
向
け
た
総
合
的
な
検
討

　

○
地
方
公
共
団
体
か
ら
の
積
極
的
な
提
案
を
促
す
た
め
の
情
報
提

供
及
び
意
見
聴
取

４
．
離
島
振
興
計
画
の
策
定
に
当
た
っ
て
指
針
と
な
る
べ
き
基
本
的

事
項

　

○
離
島
振
興
計
画
は
離
島
地
域
の
発
意
と
主
体
性
に
基
づ
き
自
由

な
発
想
で
作
成

　

○
市
町
村
が
離
島
振
興
計
画
の
案
を
作
成
す
る
時
は
住
民
意
見
を

反
映

（
１
）
交
通
通
信

①
交
通
体
系
の
整
備

　

○
離
島
航
路
及
び
離
島
航
空
路
の
維
持
、
安
全
か
つ
安
定
的
な
輸

送
の
確
保

②
人
の
往
来
等
に
要
す
る
費
用
の
低
廉
化

　

○
離
島
航
路
及
び
離
島
航
空
路
に
係
る
費
用
の
低
廉
化

　

○
物
資
の
流
通
に
要
す
る
費
用
の
低
廉
化

③
高
度
情
報
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
等
の
充
実

　

○
情
報
通
信
技
術
の
利
用
機
会
に
係
る
格
差
是
正

（
２
）
産
業

５
．
基
本
方
針
の
概
要
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離
島
振
興
基
本
方
針
の
概
要

①基本的な方向 
※目的規定を踏まえ以上を記述 

人材育成・確保／情報発信 

図　離島の振興の意義及び方向

・離島は、地域格差の是正等の様々な課題を抱えていることから、離島の無人化及び著しい人口の減少防止
並びに定住促進等を目的として、引き続き離島の振興のための特別の措置を講じていく必要がある旨を記述。 
・ 離島は、国家的国民的役割を担っており、これらの役割を継続的に担っていくためにも、定住促進等を図っ
ていく必要がある旨を記述。 

（１）離島振興の意義 

（２）離島振興の方向 

②離島地域における創意工夫を 
　生かした主体的な取組 

法第１条の目的規定 

・地域の創意工夫を基本に新た
な地域資源の発掘、資源の維
持・確保に努めていくことが必
要である旨を記述。 
 

③多様な主体による 
　地域づくり 

・行政だけでなく多様な民間主
体を地域づくりの担い手として
位置づけ、これらの主体の発
意・活動を地域づくりに生かす
取組を進める旨を記述。

④圏域の考慮 

・生活圏を考慮した離島振興施
策の在り方を検討し、圏域内に
おける集落連携や機能分担等を
踏まえた効率的な離島振興施策
の推進に努める旨を記述。 

産
業
の
維
持
・
発
展
に 

資
す
る
環
境
整
備 

無人離島の増加 
及び著しい人口減少の防止 

自立的発展の 
促進 生活の安定 福祉の 

向上 

地域間 
交流の 
促進 

定住促進 

離
島
の
地
理
的
自
然
的
特
性
を 

生
か
し
た
産
業
の
活
性
化 

暮
ら
し
や
す
い
離
島
の
形
成 

社
会
的
サ
ー
ビ
ス
の
維
持 

離
島
の
豊
か
な 

自
然
環
境
の
保
全 

及
び
多
様
な
文
化
の
継
承 

孤
立
防
止
に
必
要
な 

減
災
対
策
の
推
進 

エ
ネ
ル
ギ
ー
利
用
に
関
す
る 

環
境
へ
の
負
荷
低
減 

及
び
他
地
域
と
の
格
差
是
正 

介
護
サ
ー
ビ
ス
の 

確
保
等
を
基
軸
と
す
る 

高
齢
者
福
祉
の
増
進 

離
島
と
本
土
の
交
流
・ 

連
携
の
促
進 

大目的

中目的
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①
農
林
水
産
業
の
振
興

　

○
生
産
基
盤
の
強
化
、
人
材
の
育
成
及
び
確
保
、
流
通
合
理
化
施

設
の
整
備
等
を
通
じ
た
流
通
に
要
す
る
費
用
の
低
廉
化
、
高
付
加

価
値
化

　

○
多
面
的
機
能
の
発
揮

　

○
農
林
水
産
業
と
観
光
業
の
一
体
的
な
振
興

②
水
産
動
植
物
の
生
育
環
境
の
保
全
及
び
改
善

　

○
漁
場
の
生
産
力
向
上
、
漁
業
の
振
興

③
地
域
資
源
等
の
活
用
に
よ
る
産
業
振
興
等

　

○
地
域
資
源
の
活
用
に
よ
る
産
業
振
興
（
６
次
産
業
化
、
農
商
工
連

携
）

（
３
）
雇
用

　

○
雇
用
創
造
の
取
組
の
推
進
、
職
業
能
力
の
開
発

（
４
）
生
活
環
境

　

○
空
家
の
活
用
、水
の
確
保
、汚
水
処
理
の
推
進
、廃
棄
物
の
減
量

（
５
）
医
療

　

○
妊
婦
支
援
（
本
土
等
に
お
い
て
健
康
診
査
や
出
産
に
必
要
な
医
療
を
受

け
る
機
会
の
確
保
）

　

○
医
師
等
の
確
保
、
病
床
の
確
保
等
に
よ
る
必
要
な
医
療
の
確
保

　

○
ド
ク
タ
ー
ヘ
リ
や
患
者
輸
送
艇
の
活
用
等
に
よ
る
救
急
医
療
体

制
の
充
実

　

○
保
健
医
療
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
住
民
負
担
の
軽
減

（
６
）
介
護

　

○
十
分
な
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
ら
れ
な
い
状
況
の
改
善

　

○
ニ
ー
ズ
に
応
じ
た
適
切
な
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
（
従
事
者
の
確
保
、

施
設
整
備
、
サ
ー
ビ
ス
内
容
の
充
実
）

　

○
介
護
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
住
民
負
担
の
軽
減

（
７
）
福
祉

　

○
高
齢
者
の
自
立
し
た
生
活
の
支
援
、
子
ど
も
の
育
成
に
適
し
た

環
境
整
備

　

○
高
齢
者
福
祉
サ
ー
ビ
ス
及
び
保
育
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
住
民
負
担

の
軽
減

（
８
）
教
育
文
化

①
教
育
の
振
興

　

○
子
ど
も
の
修
学
支
援
（
高
等
学
校
等
が
設
置
さ
れ
て
い
な
い
離
島
の

高
校
生
に
対
す
る
通
学
等
の
支
援
）

　

○
教
職
員
定
数
へ
の
配
慮
、
学
校
教
育
や
社
会
教
育
の
充
実

②
文
化
の
振
興

　

○
多
様
な
文
化
的
所
産
の
保
全
及
び
活
用
、
担
い
手
育
成
、
文
化

に
接
す
る
機
会
の
提
供

③
調
査
、
研
究
等
の
実
施

　

○
海
洋
資
源
及
び
海
洋
環
境
保
全
等
の
調
査
及
び
研
究
の
場
等
と

し
て
の
離
島
の
活
用

（
９
）
観
光

　

○
地
域
の
幅
広
い
資
源
を
活
用
し
た
観
光
地
域
づ
く
り
の
推
進

　

○
継
続
的
・
自
立
的
な
活
動
体
制
の
確
立
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（
10
）
交
流

　

○
滞
在
交
流
型
の
観
光
、
長
期
滞
在
型
の
交
流
、
多
様
な
主
体
の

連
携
・
交
流

　

○
空
家
・
廃
校
舎
の
利
活
用

（
11
）
自
然
環
境

　

○
陸
域
の
保
護
区
や
海
洋
保
護
区
の
設
定
等
に
よ
る
自
然
環
境
の

保
全
・
再
生

　

○
外
来
生
物
の
防
除
及
び
伝
染
病
の
防
疫

　

○
海
岸
漂
着
物
等
の
処
理
及
び
発
生
抑
制
策
の
推
進

（
12
）
エ
ネ
ル
ギ
ー

　

○
地
域
主
導
に
よ
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
安
定
供
給
、
災
害
に
強
く
環

境
負
荷
の
小
さ
い
地
域
づ
く
り

　

○
石
油
製
品
の
安
定
的
か
つ
低
廉
な
供
給

（
13
）
防
災

　

○
離
島
の
孤
立
防
止
と
孤
立
時
の
対
策
（
避
難
施
設
の
整
備
、
防
災

訓
練
等
）

　

○
治
山
治
水
対
策
、
海
岸
保
全
対
策

（
14
）
人
材

　

○
外
部
人
材
の
活
用
、
人
材
確
保
・
育
成
の
た
め
の
条
件
整
備

５
．
離
島
の
振
興
に
関
す
る
そ
の
他
の
事
項

（
１
）
離
島
振
興
計
画
の
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ

　

○
都
道
府
県
に
よ
る
離
島
振
興
施
策
の
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
の
実
施

　

○
国
に
よ
る
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
の
結
果
集
約
及
び
新
た
な
課
題
等

の
把
握

（
２
）
国
土
審
議
会
へ
の
報
告

　

○
３
大
臣
（
国
交
、
総
務
、
農
水
）
に
よ
る
毎
年
度
の
講
じ
た
施
策

の
報
告

　

○
国
に
よ
る
審
議
結
果
を
踏
ま
え
た
離
島
振
興
施
策
の
見
直
し

　

離
島
振
興
対
策
実
施
地
域
で
は
、
こ
れ
ま
で
に
国
及
び
地
方
公
共

団
体
が
離
島
振
興
計
画
等
に
基
づ
き
離
島
振
興
施
策
を
実
施
し
て
き

て
お
り
、
離
島
地
域
の
基
礎
条
件
の
改
善
等
に
一
定
の
成
果
を
あ
げ

て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
一
方
で
は
、
人
口
減
少
や
高
齢
化
の
進

行
と
と
も
に
基
幹
産
業
で
あ
る
一
次
産
業
の
不
振
な
ど
、
離
島
を
め

ぐ
る
現
状
は
依
然
と
し
て
厳
し
い
。

　

こ
の
よ
う
な
中
、
今
般
、
法
改
正
が
行
わ
れ
、
こ
れ
に
伴
い
国
は

基
本
方
針
の
策
定
や
政
令
改
正
を
行
い
、
都
道
府
県
は
離
島
振
興
計

画
や
離
島
活
性
化
交
付
金
等
事
業
計
画
を
策
定
し
て
き
た
と
こ
ろ
で

あ
る
。

　

今
後
は
、
こ
れ
ら
の
新
し
い
枠
組
み
の
中
で
、
国
や
地
方
公
共
団

体
等
が
連
携
し
な
が
ら
離
島
振
興
施
策
を
よ
り
一
層
強
力
に
推
進
し

て
い
く
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
離
島
振
興
課
と
し
て
も
、
新
法
の
理

念
を
実
現
し
て
い
く
た
め
、
離
島
振
興
施
策
の
着
実
な
る
推
進
に
全

力
で
取
り
組
ん
で
ま
い
り
た
い
。 

■

離
島
振
興
基
本
方
針
の
概
要

６
．
お
わ
り
に


